
​浦安市ピックルボール協会 規約​

​第1章 総則​

​第１条（名称）​

​（１）​​本団体は「浦安市ピックルボール協会」（以下「本協会」という）と称する。​
​（２）英語表記は、​​「Urayasu Pickleball Association」​​とする。​

​第２条​​（所在地）​

​本協会は、千葉県浦安市を所在地とする。​

​第３条​​（規律）​

​本協会は、社会的信用の維持と向上に努め、以下を遵守する。​

​（１）社会通念上の倫理に則って公正、かつ適正に運営する。​
​（２）反社会勢力、及び反社会勢力とみなされる可能性のある勢力とは一切の関係を持たな​
​　　　い。​
​（３）本協会は、「会社法 第 356 条(競業及び利益相反取引の制限)」を遵守する。​

​第2章 活動​

​第４条​​（活動目的）​

​本協会の活動の目的を以下の通り定める。​

​（１）千葉県浦安市を主たる活動地域とし、ピックルボールの普及と振興を図る。​
​（２）年齢・性別・国籍・在住年数等を越えた交流の機会を提供し、市民相互のつながりと​
​地域コミュニティの発展に寄与する 。​
​（３）ピックルボールを通して団体の構成メンバーの健全な心身育成、及び健康増進に貢献​
​する。​

​第５条​​（活動内容）​

​本協会は、前条の活動目的を達成するため、以下の活動を行う​

​（１）ピックルボールの認知度を高めるための広報活動​
​（２）ピックルボール未経験者への体験機会の提供(体験会、等)​
​（３）ピックルボール経験者への競技力向上機会の提供(各種大会や講習会、等)​
​（４）ピックルボールを通した交流の場の提供(国際交流イベントやクラブ交流会、等)​
​（５）その他、本協会の活動目的を達成するために必要な活動​



​第3章​​会員​

​第​​６条（会員）​

​本協会の会員は、規約に定める目的に賛同して、指定手続きに基づき加盟を申し込み、役員​
​会で加盟を承認された団体（以下、「会員」という。）とする。​

​第​​７条（加盟申請）​

​本協会の会員になろうとする団体は、次の情報を協会へ提出しなければならない。​

​（１）団体名・構成人数・活動地域​
​（２）代表者の氏名・住所・連絡先​

​第​​８条（会員資格基準）​

​申請者から前条の申し込みがあったとき、会長は、以下のいずれかに該当する場合には加盟​
​を承認しないことがある。​

​（１）本協会の趣旨に賛同していない場合​
​（２）過去に本規約違反またはその他の規約等に違反したことを理由として除名処分を受け​
​　　　たことがある場合​
​（３）提出した情報に虚偽記載、誤記、または記入漏れがある場合​
​（４）申請者の事業または商品が法令に反する場合、または著しく社会規範に反する時、ま​
​　　　た、その恐れがある場合​
​（５）その他、本協会が不適切と判断した場合​

​第​​９条（会員資格の喪失）​

​前条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。​

​第​​１０条（除名）​

​会員が以下のいずれかの項目に該当する可能性がある場合、本協会は役員会で当該会員の除​
​名の妥当性を審議し、除名を決定した場合は当該会員に通知した上で除名する。​
​（１）公序良俗に著しく反する言動を行った場合​
​（２）反社会的勢力に属している、又は属するとみなされる場合​
​（３）本協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ばした場合​

​第4章​​役員​

​第​​１１条（役員）​



​本協会に次の役員を置く。​

​　　会長：１名​
​　　副会長：１名以上​
​　　統括委員：１名​
​　　会計：１名以上​
​　　監査：１名​
​　　委員：若干名​
​　　顧問：１名以上​

​委員は、競技委員、国際交流委員、広報委員、地域連携委員、事業委員及び安全委員その他​
​役員会が必要と認める委員とする。​

​第​​１２条（役員の任務）​

​　　役員の任務は次の通りとする。​
​　　会長は本協会を代表し会務を総括するとともに、 会議の議長となる。​
​　　副会長は会長を補佐し、本協会の運営の円滑化を図る。​
​　　統括委員は本協会に関わる事業の推進及び各委員会の統括を行う。​
​　　委員は会長及び統括委員の方針のもと、本協会の事業の企画・運営及び推進にあたる。​
​　　会計は本協会会計に関する業務を行う。​
​　　監査は会計及び運営に関する監査を行う。​
​　　顧問は役員の諮問に応じ意見を述べる。​

​第​​１３条（役員の選出と任期）​

​本協会の役員は、役員会において候補者を選出し、総会にて承認を得る。​
​本協会の役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。​

​第5章​​会議​

​第１４条（会議）​

​本協会の会議は、総会及び​​役員会​​とする。​
​（１）総会は、会員規約に定める会員の代表者をもって構成し、毎年１回以上開催する。た​
​だし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。​
​（２）役員会は、第11条に定める役員のうち、会長、副会長、統括委員、会計及び各委員を​
​もって構成する。監査及び顧問は必要に応じて出席し、意見を述べることができる。​
​　　　会議は、会長が議長となり、議事は出席者の３分の２以上の承認をもって決する。​

​第１５条（総会の議決事項）​

​総会で議決を受けなければならない事項は、次のとおりとする。​
​（１）会則の改正に関する事項​
​（２）年会費の変更に関する事項​



​（３）活動報告及び収支報告に関する事項​
​（４）活動計画及び収支予算計画に関する事項​
​（５）その他、本協会の運営に関する重要事項​

​第１６条（役員会の議決事項）​

​役員会で議決を受けなければならない事項は、次のとおりとする。​
​（１）役員候補者の選出及び解任案に関する事項​
​（２）総会で議決した事項の決議、その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項​

​総会及び役員会の議事については、議事録を作成し、これを保管する。​

​第6章 会計​

​第​​１７条（会計年度）​

​本協会の会計年度は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。​

​第​​１８条（その他）​

​この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会で協議の上別に定める。​


